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雇用保険の加入条件に該当しないこともあり、失業給付が受けられない。



　また、パート・有期雇用労働者の能力発揮や雇用管理の改善を目的として制定
された『パートタイム労働法』（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管
理の改善等に関する法律）では、パート労働者等の待遇等について、次のとおり
規定されています。

○雇い入れるときは、労働条件について文書などで明示する義務があります。
○正社員と同じ仕事をし、配置転換も行われるようなパート労働者等について、
パート労働者等であることを理由に差別的に取り扱うことは禁止されています。
○それ以外のパート労働者等についても、仕事の内容や、能力、経験などに応
じて、正社員と均衡の取れた待遇にするよう努めることとされています。
○社内公募など、パート労働者等から正社員へ転換するチャンスを整える義務
があります。



派遣労働の期間

ら

　派遣労働とは、 臨時的かつ一時的な働き方であることが原則とされ、 雇われ
ている会社と実際に働いている会社が異なる労働のことです。 「派遣」 として
働くには、 まず、 派遣元会社と労働契約を結びます。 そして、 派遣先の会社で
派遣先の指示を受けながら働くことになります。

　派遣元会社に有期雇用（期間を定めた雇用契約）されている場合は、 同じ職場
での派遣就業は3年が上限です。 ただし、 派遣先会社での一定の手続きが行
われ、 異なる事業部門等であれば、継続して働くことは可能となります。
　派遣元会社に無期雇用（期間の定めのない雇用契約）されている場合や、
出産・育児、 介護休業にかかる代替の場合は派遣期間の制限はありません。
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総合

かなテクカレッジ（総合職業技術校）の詳しい情報は

東部総合職業技術校二俣川支所の詳しい情報は
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/xa4/kanatech/

　かなテクカレッジ（総合職業技術校）は、 学校を卒業し、 新たな職業に就こう
とする方や、 離職された方が新たな仕事のために必要な知識、技術・技能を学
ぶ施設です。
　受講するコースによって、技能検定の学科試験免除、溶接等の作業に関する
安全衛生の資格、2級自動車整備士の実技試験免除、介護に関する実務者研修
の資格などを取得できます。
　授業は実習が中心で、就職相談や職業紹介など就職へのサポートも行ってい
ます。（訓練期間6か月～2年）
　また、東部総合職業技術校二俣川支所では、専門学校などの民間教育訓練機
関に委託してＩＴ関連や介護等の訓練（訓練期間3か月～2年）を行っています。
　さらに、障がいのある方が、就職に必要な知識、技術・技能を習得するため
の神奈川障害者職業能力開発校もあります。（訓練期間6か月～2年）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/xy2/training/itaku_k.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f3e/kanakou/





　地域のハローワークによせられた求人
情報を閲覧することができます。無料で
職業相談や職業紹介をしています。

　多くの民間就職情報サイトでは、 求人
情報の他に個々の企業情報やセミナー・合
同ガイダンスの開催情報を提供しています。
　また、 インターネットで求人する会社もありますので、 企業のホームページ
も確認しましょう。

　新卒者等の就職活動中に、 求人募集している会社に、 次の①～③の各最低
1項目の就労実態等の情報を求めることができます。①過去3年間の新卒
採用者数（男女別可）・ 離職者数、 平均勤続年数等、 ②研修等の内容、③前年度
月平均残業時間、管理職等に占める女性割合等

、 就職相談も行っています。
求人企業から



①　会社の特徴・事業内容
　　志望動機や職場の具体的なイメージをつかみましょう。

②　加入保険等
　　雇用保険、社会保険の加入を必ず確認

③　選考方法
　　日時、選考方法、応募書類等を確認

④　職種・仕事の内容
　　内容を確認し、わからないことを必ず確認

⑤　就業場所
　　会社所在地と勤務地が違う場合もあります。

⑥　賃金形態
　　月給、日給、時給など賃金の支払い形態を確認

⑦　毎月の賃金
　　基本給の他に毎月支払われる手当等を確認

⑧　雇用形態・雇用期間
　　正社員、正社員以外の契約社員、派遣社員等が表示されています。
　　雇用期間も確認しましょう。

⑨　始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇
　　働く時間、休憩、休日はどのように決められているか確認しましょう。
　　週休2日でない会社もあります。

⑩　通勤手当
　　ここは見逃しやすい箇所です。全額が支給されるとは限りません。
　　注意しましょう。
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、 書類作成用パソコンを用意しています。











団体行動権（争議権）を保障しています。



労働条件をしっかり確認することが大切です。

◯採用後の試用期間中も正式に労働契約が成立している期間です。

○募集広告や求人票に書かれていた条件が、そのままあなたの労働条件になる
わけではありません。なお、求人募集時の条件を労働契約を結ぶ前に変更す
る場合には、求人する使用者は応募者にただちに変更内容を説明する義務が
あります。

○雇用期間の有無、雇用期間ありの場合に更新の有無・更新の基準
○就業場所と業務内容　　○始業・終業時刻、休憩時間、休日
○残業の有無　　○賃金（給料）の決定、計算方法、支払いの時期
○退職するときのルール　　　　　　など



※この例は、いわゆる正社員、または有期契約社員の例です。

労働（雇用）契約書　兼　労働（雇用）条件通知書
　○○株式会社（甲）被用者山田太郎（乙）
は次のとおり労働契約を締結する。

○○年○月○日
　甲　○○株式会社
　　　代表取締役社長　田中一郎
　乙　　　　現住所　○○市○○町○○番地
　　　　　　氏　名　　山田太郎

雇 用 期 間

期間の定めなし　　期間の定めあり
　　　　　　　　　（○年○月○日から×年×月×日まで）
※以下は、「期間の定めあり」とした場合に記入
１　契約の更新の有無
　〔更新する場合がある・更新しない・その他（　　　　　）〕
２　契約の更新は次により判断する
　・契約満了時の業務量　・勤務成績、態度
　・能力　・会社の経営状況　・従事している業務の進捗状況　
　・その他（　　　　　）

就 業 場 所 ○○市○○町○○番地○○株式会社○○支店
仕 事 の 内 容 一般事務
就 業 時 間  9時00分から17時00分まで
休 憩 時 間 12時00分から13時00分まで
所定時間外労働の有無 有

休 日
毎週土・日曜日・祝日
会社創立記念日

休 暇 別に定める当社就業規則にもとづき付与するものとする

賃 金

基本賃金　月額○○○○○○円
手　　当　家族手当　配偶者○○○○○円
　　　　　配偶者以外の扶養親族１人　○○○○円
　　　　　通勤手当　実費を支給

賃 金 の 支 払 毎月20日締切、25日払
昇 給 毎年１回４月１日に行う

退 職
満○歳をもって定年とし、定年に達した日の属する月の末日を
もって退職とする
なお、自己都合退職の場合には、14日前までに届け出ること

解 雇 事 由 別に定める当社就業規則にもとづき解雇するものとする
退職手当・賞与 別に定める当社就業規則にもとづき支払うものとする
社 会 保 険
雇 用 保 険

社会保険の加入状況（厚生年金　健康保険　その他（　　　　））
雇用保険の適用（有　無）

そ の 他 上記以外の労働条件は、別に定める当社就業規則によるもので
ある



○使用者は就業規則を労働者に周知する（知らせる）義務があります。



　労働時間には、所定労働時間（会社で定めた労働時間）と法定労働時間
（労働基準法で定めた労働時間の上限）があります。法定労働時間は、原
則として1日8時間、1週40時間です。
　残業（時間外労働）することによって、この法定労働時間を超えて働く
と、その超過時間について25％以上の割増賃金が支払われます。また、
1か月60時間を超える残業には、50％以上の割増賃金が支払われます。
（ただし、中小企業は令和5年3月31日まで猶予されています。）

【労働時間】
　使用者の指揮監督下にある時間のことです。
【時間外労働（残業）】
　所定労働時間を超えて働くことです。法定労働時間を超えられる時間は、
原則1か月45時間、１年360時間の限度がありますが、特別な事情がある場
合は、この限度を超えることができます。ただし、これらの上限時間については、
特別な場合でも1か月につき100時間未満等としなければなりません。
※法定労働時間を超える場合（下記の法定休日労働についても同様）には、
超過する上限時間等を定めた労働者の代表と使用者との労使協定（36協定）
が必要で、この上限時間を超えた場合には罰則があります。

【休日労働】
　法定休日（32ページ参照）に働くことで、35％以上の割増賃金が支払われます。
【深夜労働】
　午後10時から午前5時までの間に働くことで、25％以上の割増賃金が支
払われます。法定労働時間を超える時間外労働と深夜労働が重なれば50％以
上、休日労働と深夜労働が重なれば60％以上の割増賃金が支払われます。ま
た、1か月60時間を超える時間外労働と深夜労働が重なれば、75％以上の
割増賃金が支払われます。
【休憩時間】
　労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以
上の休憩時間を労働時間の途中で与えられます。労働者は、この休憩時間を自
由に利用することができます。
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（令和2年10月1日～）1,012

法律で

（給与明細項目例）

深夜労働時間

○○手当

休日労働時間



○休日以外に、賃金をもらいながら休みを取ることができる制度です。入社後
6か月間継続して働き、全労働日の8割以上出勤すれば、週5日勤務や週30
時間以上の労働者の場合、10日間の年次有給休暇を取ることができます。
その後も継続して働き、8割以上出勤した場合、1年経過ごとに新たに付与
されます。2年間有効なので、その年に残った分は翌年でも取得できます。
○年次有給休暇は必ず前もって請求しましょう。例えば、風邪をひいて仕事を
休み、次の日に請求しても原則認められません。
○労働者は、いつでも自由に年次有給休暇を取れますが、事業の正常な運営を
妨げる場合（例えば、同じ日に何人もの労働者が休暇の請求をした場合など）
は、日を変更させられることもありますが、取らせないということはできま
せん。

　労働契約において、労働義務のない日を休日（所定休日）といいます。使用
者は、労働者に週1回以上、または4週間を通じて4日以上の休日（法定休日）
を与えなければなりません。



　内定とは、就労開始日より前に、採用が決定されることです。採用内定
通知を受け、誓約書等を提出した時点で、一般的には労働契約が成立しま
す。そのような場合には、これを取り消すことは労働契約の解約に当たり、
解雇と同様に、客観的に合理的な理由がなければなりません。



　労働者が、自分から、もしくは使用者と合意して辞めることをいいます。期間の
定めのない労働契約（正社員等）の場合には、合意がなくても労働者の申出後2
週間経過すると退職となり、いったん退職届が受理されると撤回は難しいので、退
職の判断は慎重に行いましょう。また、実際に辞めるときは、就業規則の規定に従っ
て退職することが望まれます。

　期間の定めのある労働契約の場合、労働者・使用者ともに期間中の労働契約を
継続する責任があり、契約期間中の退職・解雇は「やむを得ない」理由がなければ
できません。

　雇止めとは、有期契約労働者の契約終了時に再度の契約をしないことです。
1年を超えて継続勤務している場合や3回以上契約を更新している場合は、30
日前までに予告をしなければなりません。

退職 ・ 解雇

いましょう。

　使用者が労働者を解雇する場合、社会常識から見て納得できる合理的
な理由が必要です。また、合理的な理由があっても、最低30日前に予
告するか、もしくは、30日分以上の平均賃金*（解雇予告手当）を支払わ
なければなりません



りません。

　育児休業とは労働者が養育する子どもが1歳（保育所に入所できないな
ど一定の場合1歳6か月又は2歳）になるまで、一定期間休業できる制度
です。男性、女性を問わず、取得することができます。 パート、 派遣、 
契約社員でも条件を満たせば取得可能です。
　妻が専業主婦でも、 男性も育児休業を取得することができます。
　父と母が両方取得する場合は、 子供が1歳2ヶ月になるまで取得するこ
とができます。

　産前産後休業と同じく、 法律で定められていませんので、 就業規則等をみて
確認しましょう。 また、 一定の要件に当てはまれば、 雇用保険から育児休業給
付金が支給されます。

　事業主は、妊娠・出産・育休等を理由として、解雇などの不利益な取扱いを
してはいけません。また、上司・同僚などが妊娠・出産、育児・介護休業等を
理由にしたハラスメントをしないよう防止措置を講じなければなりません。

不利益な取扱いの禁止

　法律で定められていませんので、 就業規則等を
みて確認しましょう。 
　また、 健康保険に加入し、 一定の要件に当ては
まれば、 出産育児一時金や出産手当金が支給さ
れます。



ハラスメント（セクハラ ・ パワハラ）
　セクハラとは、 男女とも「相手方の望まない 
（不快と感じる） 性的な言動 ・ 性的いやがらせ」
のことです。
　パワハラとは、 職場内の地位や人間関係の上下
関係を背景にした、 業務の適正な範囲を超えた
指導、 言動のことです。 部下や同僚からも対象
になります。



　パート労働者の場合も、 週の労働時間や月の労働日数がその事業所の一
般の労働者（正社員）の3／4以上の場合には、 被保険者となります。
　週20時間以上、 月収8.8万円以上、 被保険者501人以上の企業に1年
以上勤務見込みの条件を全て満たす労働者も同様（原則学生除く）です。
　また、500人以下の企業でも、従業員数要件を除く要件を充たす場合、
労働者の1／2以上の同意により、事業主が年金事務所に申し出ることで適
用されます。

【社会保険制度】
　病気、ケガ、身体の障害、死亡、老齢、失業などのときに、保険制度の加入
者やその家族に対して保険給付を行い、生活を保障する制度です。
　「社会保険」と「労働保険」とに分けられ、「社会保険」には、医療保険（健
康保険、国民健康保険等）、年金保険（厚生年金保険、国民年金等）と介護保
険があります。「労働保険」には、労働者災害補償保険（38ページ参照）と雇
用保険（39ページ参照）があります。
【健康保険】
　健康保険に加入すると病院に行くときに持って行く保険証をもらうことできます。
この保険給付により、本人の病院での窓口負担が3割になります。加入手続きは
事業所が行い、保険料は事業主と労働者が半額ずつ負担します。
　自由業や農業、会社を辞めたときなどは、国民健康保険に加入します。
【厚生年金保険】
　年金は老後の生活を保障するために支給されるものですが、障がい者となっ
たり、亡くなったりした場合にも、本人や遺族に年金が支給されます。
　厚生年金保険は、会社、工場、商店などで働く労働者が加入する年金制度で、
保険料は、事業主と労働者が半額ずつ負担します。



　このような事故に伴うケガや病気で診断を受けるとき、 労災保険の指定
病院にかかれば、 療養 （治療） 費は原則として無料です。 また、 指定され
ていない病院にかかったときは、 後で立替た額が支払われます。

　仕事中や通勤中のケガや病気などに対して、 労働者やその遺族のために必要
給付を行う制度です。

　仕事中や通勤中のケガや病気を治すために仕事を休み、 賃金がもらえないと
きは、 休業4日目より給付基礎日額の8割 （特別給付金含む） が支給されます。



　ただし、倒産や会社都合による解雇、有期契約の更新を希望したのに更新
されなかった労働者等については、雇用保険に加入していた期間が辞めた日
以前の1年間に通算して6か月以上あれば、失業給付が受けられます。

　失業中の生活を心配しないで仕事探しに専念し、 1日も早く再就職してもらう
ために支給されるものです。 そのため、 積極的に就職しようとする意志といつで
も就職できる状態にあり、 仕事をさがしているにもかかわらず、 現在職業に就いて
いない人に支給されます。

受給期間中、 安定した職業に就き、 
支給要件*を満たした場合、 再就職手
当の支給を受けることができます。

＊詳細は、管轄のハローワークにお問合せください。



　労働者は「雇われる」という弱い立場にあり、労働者個人では使用
者と対等な立場で交渉したり、働く条件を改善することは困難です。
　そこで、労働者は労働組合を作り、団結することで、使用者と対
等な立場になることができます。
　勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権（争議権）は、憲法で保
障された権利であり、ストライキ等争議行為も認められています。
　なお、組合のない中小企業の従業員、パート、フリーターなどの
方が相談・加入できる組織として合同労組（ユニオン、地域労組等の
名称が使用される）があり、一人でも加入できます。



　みなさんが納める税金は、 医療 ・ 年金 ・ 介護 ・ 福祉などの社会保障や道路
の建設 ・ 維持、 教育など、 暮らしやすい社会を作るために使われます。

はとっておきましょう。

https://www.mof.go.jp/

https://www.nta.go.jp/

https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/index.html



https://www.kanagawa-wakamono.jp/

（受付は17：30まで）

ACCEAACCEA
野村證券野村證券
NTTNTT

コネクションズかわさき

（月～金（祝日除く）9時～17時）

（月～金（祝日除く）9時～17時）

祝 ・ 祭日休館

10:30

月・水・木・金・土

新横浜サテライト
火～金　10:00～18:00

月・水・木・金・土

(第2、第4木曜日は２０時まで)



　「休みが取れない」 「給料を払ってもらえない」 「特別な理由もなく解雇
された」 「セクハラやパワハラを受けた」そんな職場での悩みがあれば、 こ
ちらの窓口にご相談ください。

　また、火曜日には夜間労働相談も実施しています。いずれもお問合せくださ
い。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/cnt/f7579/

川崎市高津区溝口1-6-12
リンクス溝の口1階
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